
― 1 ―

証券コード 4393
2025年12月11日

（電子提供措置の開始日2025年12月４日）
株 主 各 位

東京都新宿区新宿六丁目 27番 30 号
株式会社バンク・オブ・イノベーション
代 表 取 締 役 社 長 樋 口 智 裕

第20回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第20回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本総会は、法令及び当社定款の規定に基づき、場所の定めのない株主総会（バーチャルオンリ

ー株主総会）といたしますので、当社指定のウェブサイトを通じてオンラインでご出席ください
ますようお願い申し上げます。
本総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイ

トに「第20回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しておりますので、い
ずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト（株主総会関連資料）】 https://boi.jp/ir/library/meeting/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

ウェブサイトにアクセス後、当社名（バンク・オブ・イノベーション）又は証券コード（4393）を
入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／ＰＲ情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

【ネットで招集】 https://s.srdb.jp/4393/

当日ご出席されない場合、書面又はインターネットにより議決権を事前行使することができま
すので、電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年12月25日（木
曜日）午後７時までに到着するよう、議決権行使書用紙に賛否をご記入いただきご返送くださる
か、又はインターネットにより議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬具
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記

１．開催日時 2025年12月26日（金曜日）午前10時30分
※通信障害等の発生により、本総会を上記日時に開催することができない場合は、
予備日として2025年12月29日（月曜日）午前10時30分より開催いたします。

２．開催方法 場所の定めのない株主総会とします。
※完全オンラインにて開催するため、株主の皆様が実際にご来場いただける会場はございません。

３．目的事項
報告事項 １．第20期（2024年10月１日から2025年９月30日まで）事業報告、連結計

算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の
件

２．第20期（2024年10月１日から2025年９月30日まで）計算書類報告の件
決議事項 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
４．議決権の行使に関する事項

６頁の「議決権行使についてのご案内」をご参照ください。
以上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎本総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法は、インターネットによるものとします。
◎書面又はインターネットによる議決権の事前行使をされた株主様が本総会に出席し、重複して議決権を行使された場
合は、本総会において行使された内容を有効なものとして取り扱います。本総会において議決権を行使されなかった
場合は、書面又はインターネットにより事前に行使された内容を有効なものとして取り扱います。

◎通信障害等の発生により、本総会の議事に著しい支障が生じる場合は、議長が本総会の延期又は続行を決定すること
ができることとするため、その旨の決議を本総会の冒頭において行うことといたします。当該決議に基づき、議長が
延期又は続行の決定を行った場合には、上記記載の予備日に本総会の延会又は継続会を開催いたします。その場合
は、速やかに当社ウェブサイト（https://boi.jp/ir/library/meeting/）でお知らせいたします。

◎代理人による出席を希望される株主様は、法令及び定款の定めに従い、議決権を有する他の株主様１名に委任いただ
くようお願いいたします。手続きの詳細に関しましては、5頁の「７．代理人による出席方法」をご参照ください。

◎株主様への送付書面は、法令及び当社定款第18条第２項の規定に基づき、下記の事項を記載しておりません。したが
って当該書面は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。

・事業報告のうち、企業集団の現況に関する事項の一部（事業の経過及びその成果、財産及び損益の状況、対処すべ
き課題、主要な事業内容、主要な営業所、従業員の状況、主要な借入先及び借入額、その他企業集団の現況に関す
る重要な事項）、株式に関する事項、新株予約権等に関する事項、当社の役員に関する事項の一部（役員等賠償責任
保険契約の内容の概要、社外役員に関する事項）、責任限定契約の内容の概要、会計監査人の状況、会社の体制及び
方針

・連結計算書類のうち、連結株主資本等変動計算書、連結注記表
・計算書類
・監査報告書
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載いたします。
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バーチャルオンリー株主総会のご案内

本総会は、インターネット上でのみ開催する『バーチャルオンリー株主総会』です。

株主様が実際にご来場いただく会場はございませんので、オンラインでご出席くださいますよ
うお願い申し上げます。ご出席いただくために必要となるウェブサイトのURL、アクセス方法、
お手続方法等の詳細について、以下のとおりご案内申し上げます。

１．開催日時
2025年12月26日（金曜日）午前10時30分

※ 通信障害等の影響により本総会を上記日程で開催することができなかった場合には、
予備日である2025年12月29日（月曜日）午前10時30分より、本総会を開催いたします。

※ いずれも午前10時からオンライン配信開始となる予定です。

２．アクセス方法

接続先URL：https://web.sharely.app/login/boi20

① 上記のURLをご入力いただくか、スマートフォンで上記のQRコードを読み込み、ライブ配信
ページにアクセスしてください。
② 接続されましたら、お手許の議決権行使書用紙に記載されている「株主番号」「郵便番号」及
び「保有株式数」を、画面表示に従って入力しログインしてください。
※ 「QRコード」は㈱デンソーウェーブの登録商標です。
※ 書面により事前に議決権を行使される株主様で本総会に出席をされる場合は、

あらかじめ「株主番号」「郵便番号」及び「保有株式数」をお控えいただきますようお願い申し上げます。
※ ログインに関するご不明点については、以下FAQサイトをご参照ください。

https://sharely.zendesk.com/hc/ja/sections/360009585533/

３．当日の議決権行使の方法
ログイン後、議長の指示に従って、視聴画面下部の「決議」ボタンより賛否をご入力くださ

い。
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４．質問方法及び動議の提出方法
（１）事前質問の方法
上記「２．アクセス方法」に従ってログインし、視聴画面下部の「質問」ボタンより本総会の目
的事項に関する質問内容をご入力ください。ご質問はお一人様につき５問まで、１問につき150
文字までとさせていただきます。
＜事前質問受付期限＞ 2025年12月19日（金曜日）午後７時まで

※ 株主の皆様のご関心が特に高いと思われる事項などを中心に、総会当日にご説明させていただく予定です。
※ 本総会の進行上の都合やご質問内容により、すべてのご質問にお答えできない場合があります。

（２）当日の質問の方法
ログイン後、視聴画面下部の「質問」ボタンより本総会の目的事項に関する質問内容をご入力く
ださい。ご質問はお一人様につき５問まで、１問につき150文字までとさせていただきます。
※ 当日のご質問は、本総会の開始後に入力可能となります。
※ 本総会の進行上の都合により、質問の送信期限を調整させていただく場合があります。

また、すべてのご質問にお答えできない場合があります。
※ 下記いずれかに該当する質問については回答いたしかねます。

本総会の目的事項に関係しないもの、その説明をすることにより株主の共同の利益、又は当社及びその他の
者（当該株主を除く。）の権利を侵害することとなるもの、回答にあたり詳細な調査が必要であるもの、回答
済みの質問と重複するもの。

（３）動議の提出方法
ログイン後、視聴画面下部の「動議」ボタンより動議の種類を選択し、入力後、ご送信くださ
い。
※ 本総会の進行上の都合により、決議事項の採決を行うまでの間にまとめて議場にお諮りする場合があります。

５．本総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法に係る障害に関する対策についての
方針の内容
本総会では、通信障害対策が講じられたシステムを利用し、本総会当日の運用に際しては、

通信障害対応が可能な専門スタッフを配置いたします。通信障害により著しい支障が生じた場
合に備え、本総会当日冒頭に、本総会の延期又は続行の議長一任決議について諮り、また、通
信障害が生じた場合の対応マニュアルをあらかじめ整備いたします。
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６．本総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法としてインターネットを使用するこ
とに支障のある株主の利益の確保に配慮することについての方針の内容
議決権の行使を希望する株主様のうちインターネットを使用することに支障のある株主様に

つきましては書面による事前の議決権の行使を推奨いたします。

７．代理人による出席方法
法令及び当社定款第16条の規定に基づき、当社の議決権を有する他の株主様１名を代理人

として、議決権を行使することができます。ご希望の株主様は、株主総会に先立って当社に
「代理の意思表示を記載した書面（委任状）」のご提出が必要になりますので、以下の提出先ま
でご送付ください。委任状の様式その他必要情報については、下記まで余裕をもってお問い合
わせください。
＜代理人による議決権行使等に関するお問い合わせ先＞
メールアドレス：kanri_ir@boi.jp

＜代理人に関する書類の提出先＞
〒160-0022 東京都新宿区新宿六丁目27番30号 新宿イーストサイドスクエア3F

株式会社バンク・オブ・イノベーション 株主総会担当者宛
＜ご提出期限＞ 2025年12月22日（月曜日）午後７時 必着

※ ご提出期限までに必要書類が到達しなかった場合、代理人による出席は認められませんのでご了承ください。
※ ご提出いただいた書類に不備があった場合、有効な委任としてお取り扱いできない場合がございます。

注意事項
● ご視聴いただく際の通信機器類、接続料金及び通信料等の一切の費用は株主様のご負担となります。
● ご視聴される株主様側の通信環境等の問題と思われる原因での接続不良・遅延・音声のトラブルにつきましては、

一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
● ご質問や動議のご提出等を行う方法や内容が、株主の皆様との貴重な対話の場である本総会の趣旨に反する場合や、

本総会の議事の進行及び本総会システムの安定的な運営に支障が生じると判断した場合には、議長の命令又は議長
の指示を受けた事務局の判断により、当該株主様との通信を強制的に途絶させていただく場合があります。

● 映像や画像、音声データ等の第三者への提供や公開での上映、転載・複製及びログイン方法を第三者に伝えること
を禁じます。

● その他配信システムに関するご不明点に関しましては、下記FAQサイトを確認ください。
https://sharely.zendesk.com/hc/ja/sections/360009585533

【当日のログイン方法、操作方法等に関するお問い合わせ】
問い合わせ先：Sharely(株) Tel 03-6683-7661
受付時間：2025年12月26日（金曜日）午前10時〜株主総会終了まで
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株主総会開催日時

2025年12月26日（金曜日）
午前10時30分

議決権行使についてのご案内

下記いずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

（1）	 書面とインターネット（「スマート行使」を含む。）により二重に議決権を行使された場合は、インターネット（「スマート行使」を含む。）によるもの	
を有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

（2）	 インターネット（「スマート行使」を含む。）により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせて	
いただきます。

※議決権行使書用紙に議案に対する賛否のご表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

重複して行使された議決権の取扱いについて

ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

その他のご照会  0120-782-031（平日午前9時～午後5時）議決権行使について  0120-652-031（午前9時～午後9時）

2025年12月25日（木曜日）
午後7時00分到着分まで

2025年12月25日（木曜日）
午後7時00分行使分まで

行使期限 行使期限
書面による議決権行使 「スマート行使」によるご行使

同封の議決権行使書用紙に議案に	
対する賛否をご表示いただき、行使	
期限までに当社株主名簿管理人に	
到着するようご返送ください。

同封の議決権行使書用紙の右下	
「スマートフォン用議決権行使ウェブ	
サイトログインQRコード®」をスマート
フォンかタブレット端末で読み取ります。

インターネットによるご行使

2025年12月25日（木曜日）
午後7時00分行使分まで

行使期限

にアクセスし、同封の議決権行使書用紙
に記載の議決権行使コード及びパスワー
ドをご利用のうえ、画面の案内に従って
議案に対する賛否をご登録ください。

パソコン、スマートフォン等から、
議決権行使ウェブサイト

https://www.web54.net

詳細につきましては次頁をご覧ください。詳細につきましては次頁をご覧ください。

見本

バーチャルオンリー
株主総会へ出席 ３頁の「バーチャルオンリー株主総会の

ご案内」をご参照のうえ、バーチャルオ
ンリー株主総会にご出席ください。
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※	議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主様のご負担となります。
※	インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合
があります。

議決権行使書

③

④

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

 

「スマート行使」によるご行使 インターネットによるご行使

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン
用議決権行使ウェブサイトログインQRコード®」を
スマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

表示されたURLを開くと
議決権行使ウェブサイト画面が開きます。
議決権行使方法は２つあります。

画面の案内に従って各議案の
賛否をご入力ください。

確認画面で
問題なければ	

「この内容で
行 使 す る 」
ボタンを押し
て行使完了
です。

①�議決権行使ウェブサイトへアクセスする①スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする

②議決権行使ウェブサイトを開く

③各議案について
個別に指示する

④すべての会社提案議案�
について「賛成」する

※�QRコード®は、株式会社デンソーウェーブの	
登録商標です。

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコード®を読み取り、	
同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく	
必要があります（パソコンから、議決権行使ウェブサイト https://www.web54.net へ
直接アクセスして行使いただくことも可能です）。

②同封の議決権行使書用紙に記載の
   「議決権行使コード」を入力し、ログインする

③同封の議決権行使書用紙に記載の
「パスワード」を入力する

https://www.web54.net

以降は画面の案内に従って賛否をご登録ください。

「ログイン」を
クリック

「次へすすむ」を
クリック

「議決権行使コード」
を入力

「パスワード」を
入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください。

「登録」をクリック

見本

見本

― 7 ―

2025年11月25日 15時01分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 8 ―

事業報告（2024年10月１日から2025年９月30日まで）
１．企業集団の現況に関する事項
(１) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな
回復を支えることが期待される一方、継続的な物価上昇による消費者マインドの弱含みや、米
国の政策動向の影響がわが国の景気を下押しするリスクとなっております。また、金融資本市
場の変動等の影響にも十分注意する必要がある状況であります。
当社グループの事業を取り巻く環境においては、2024年における世界のモバイルゲーム市

場は12兆4,103億円、そのうち日本国内では１兆7,290億円と高い水準で推移しております
(参考：株式会社角川アスキー総合研究所「ファミ通モバイルゲーム白書2025」)。
当社グループにおいては、主力タイトルである『メメントモリ』のサービス提供を基盤に、

中長期的な成長の要となる複数の新規アプリの企画・開発及び既存アプリの運営に取り組んで
まいりました。当連結会計年度においては、『メメントモリ』が年間を通じて貢献したものの、
経年の影響もあり、売上高は前年比で減少いたしました。その一方、サービス開始から３年目
であること、また広告出稿における費用対効果等を踏まえたうえで、大規模なＣＭ出稿を控え
たことにより広告宣伝費が大きく減少し、利益が拡大いたしました。
以上の結果、当連結会計年度の売上高は12,366百万円 (前連結会計年度比9.2％減)、営業

利益2,154百万円 (前連結会計年度比62.0％増)、経常利益2,185百万円 (前連結会計年度比
60.4％増)、親会社株主に帰属する当期純利益に関しては1,351百万円 (前連結会計年度比
50.9％増) となりました。
なお、当社グループはスマートフォンアプリ関連事業の単一セグメントであるため、セグメ

ント別の記載はしておりません。

(２) 設備投資の状況
特記すべき事項はありません。

(３) 資金調達の状況
特記すべき事項はありません。

(４) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。
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(５) 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

(６) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

(７) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。
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(８) 財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第17期

(2022年９月期)

第18期

(2023年９月期)

第19期

(2024年９月期)

第20期
(当連結会計年度)
(2025年９月期)

売上高 (百万円) 2,428 21,333 13,615 12,366

経常利益又は経常損失 (△) (百万円) △1,015 4,920 1,362 2,185
親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失 (△) (百万円) △838 3,293 895 1,351

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失 (△)

(円) △217.96 823.09 224.59 339.99

総資産 (百万円) 2,039 8,093 5,802 7,943

純資産 (百万円) 399 3,678 4,466 5,816

１株当たり純資産額 (円) 95.54 918.93 1,123.86 1,463.51

② 当社の財産及び損益の状況

区 分
第17期

(2022年９月期)

第18期

(2023年９月期)

第19期

(2024年９月期)

第20期
(当事業年度)

(2025年９月期)

売上高 (百万円) 1,546 20,241 12,849 11,684

経常利益又は経常損失 (△) (百万円) △811 4,528 1,351 2,190

当期純利益又は当期純損失 (△) (百万円) △605 2,882 865 1,356
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失 (△)

(円) △157.29 720.36 216.96 341.30

総資産 (百万円) 2,348 7,985 5,710 7,855

純資産 (百万円) 840 3,708 4,466 5,821

１株当たり純資産額 (円) 205.93 926.52 1,123.86 1,464.82

2025年11月25日 15時01分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 11 ―

(９) 対処すべき課題
当社グループが事業を継続的に拡大していくうえで対処すべき課題及び対応策は、主に以下

のとおりであります。

① 収益力の高いサービスの提供
当社グループがスマートフォンアプリ関連事業において、より一層成長していくために

は、収益力が高く、かつ多くのユーザーが長期的に楽しめるような質の高いサービスを提
供していくことが重要であると考えております。当社グループは引き続き、既存タイトル
の開発・運営を通して蓄積した各種データやノウハウを活用することで、新たな収益の創
出に繋げてまいります。

② 優秀な人材の確保
当社グループは、今後の市場の動向やユーザーの多様化に迅速に対応していくために、

優秀な人材の獲得及び育成が必要であると考えております。しかしながら、有能な人材ほ
ど他社との獲得競争が激しく、採用が難しくなる状況となることも考えられます。当社グ
ループでは、社内研修の強化、福利厚生の充実を図っていくとともに、志望者を惹きつけ
るようなオリジナリティのあるヒットタイトルを継続的に提供していくことで採用強化に
繋げたいと考えております。また、事業活動を通してコーポレートブランドを高め、ゲー
ムだけではなく企業としての魅力を世の中に訴求していくことも重要であると考えており
ます。

③ サービスの安全性及び健全性の強化
オンラインゲーム業界においては、リアル・マネー・トレード（オンライン上のキャラ

クター、アイテム、ゲーム内仮想通貨等を、現実の通貨で売買する行為のこと）や、有料
アイテムの不適切な出現確率表示、未成年による課金などの問題が社会的に度々提起され
ております。また、マッチングサービス業界においては「インターネット異性紹介事業を
利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」等の法的規制により、業界全体で環
境整備が進んでまいりました。当社グループは、こうした状況を踏まえ、事業に関連する
業界の健全性や成長性を損なうことのないように対応していくことが重要な課題であると
認識しており、各種法的規制や業界団体の自主規制を遵守しております。
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④ システム管理体制の強化
当社グループが提供するサービスは、多数のユーザーが同時にネットワークに接続する

ことを想定しておりますが、主にサービス開始時や大型メンテナンス終了時等においてシ
ステムに想定以上の負荷がかかった場合、サービスの提供に支障が生じることがありま
す。当社グループは、ユーザーがいつでも快適にサービスを利用できる体制を整備するこ
とが重要であると認識しており、システム基盤や管理体制の強化を通して、安定したサー
ビス提供を目指してまいります。

⑤ 組織体制の強化
当社グループが、今後さらなる業容拡大を図るためには、事業環境の変化に適応しつ

つ、持続的な成長を支える組織体制・内部管理体制の強化が重要であると考えておりま
す。当社グループとしましては、内部統制の実効性を高めるための環境を整備し、コーポ
レート・ガバナンスを充実していくことにより、内部管理体制の強化やリスク管理の徹底
とともに業務の効率化を図ってまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申し上げま
す。

(10) 重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 ( 百 万 円 ) 当社の出資比率(％) 主 な 事 業 内 容

㈱Koiniwa 50 100.0 恋庭の開発・運営
㈱バンク・オブ・インキ
ュベーション 10 100.0 新規事業の開発

(11) 主要な事業内容（2025年９月30日現在）
スマートフォンアプリ関連事業
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(12) 主要な営業所（2025年９月30日現在）
当社 本社：東京都新宿区
㈱Koiniwa 東京都新宿区

(13) 従業員の状況（2025年９月30日現在）
① 企業集団の従業員の状況 247名（前期比48名増）
(注) １．従業員数は就業人員であり、臨時従業員（契約社員及びアルバイトを含み、派遣社員を除く。）は含んでおりません。な

お、当社グループから他社への出向者及び他社から当社グループへの出向者はおりません。
２．従業員数が前連結会計年度（199名）に比べ48名増加した主な要因は、開発体制強化に伴う人員の増加によるものであり

ます。
３．当社グループにおける報告セグメントはスマートフォンアプリ関連事業のみであるため、セグメント別の記載はしており

ません。

② 当社の従業員の状況
従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

194名 31名増 33.3歳 5.8年
(注) １．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時従業員（契約社員

及びアルバイトを含み、派遣社員を除く。）は含んでおりません。
２．従業員数が前事業年度（163名）に比べ31名増加した主な要因は、開発体制強化に伴う人員の増加によるものであります。

(14) 主要な借入先及び借入額（2025年９月30日現在）
特記すべき事項はありません。

(15) その他企業集団の現況に関する重要な事項
当社は、株式会社セガから、2024年９月30日付で特許権侵害に関する訴訟を提起されてお

ります。詳細につきましては、「連結注記表 ４．連結貸借対照表に関する注記 （３）偶発債
務 (係争事件)」をご参照ください。
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２．株式に関する事項（2025年９月30日現在）
(１) 発行可能株式総数 14,000,000株
(２) 発行済株式の総数 4,003,000株
(注) 当社所有の自己株式28,757株を含めております。
(３) 株主数 3,188名
(４) 大株主

株 主 名 持 株 数 ( 株 ) 持株比率 (％ )
樋口 智裕 1,743,100 43.85
田中 大介 280,000 7.04
楽天証券㈱ 152,700 3.84
㈱SBI証券 147,964 3.72
㈱Cygames 79,100 1.99
須田 忠雄 52,300 1.31
NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C
JAPAN FLOW 47,400 1.19

BOFAS INC SEGREGATION ACCOUNT 42,700 1.07
森 貴義 40,000 1.00
THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
LONDON 26,200 0.65
(注) １．当社は、自己株式を28,757株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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３．新株予約権等に関する事項
(１) 当事業年度の末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の内

容の概要
該当事項はありません。

(２) 当事業年度中に当社使用人に対して職務執行の対価として交付された新株予約権の内容の
概要
該当事項はありません。

2025年11月25日 15時01分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 16 ―

４．当社の役員に関する事項
(１) 取締役の状況（2025年９月30日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 樋 口 智 裕 ㈱Koiniwa 代表取締役社長
㈱バンク・オブ・インキュベーション 代表取締役社長

取 締 役 田 中 大 介 人事部長

取 締 役 Ｃ Ｆ Ｏ 河 内 三 佳
経営管理部長
㈱Koiniwa 取締役
㈱バンク・オブ・インキュベーション 取締役
GMOコネクト㈱ 取締役

取 締 役
（監 査 等 委 員） 熊 倉 安 希 子

㈱ギックス 監査役
㈱kubell 取締役（監査等委員）
熊倉公認会計士事務所 所長

取 締 役
（監 査 等 委 員） 深 町 周 輔 フォーサイト総合法律事務所 パートナー弁護士

㈱富士山マガジンサービス 監査役

取 締 役
（監 査 等 委 員） 櫻 田 厚 一般社団法人全日本フルコンタクト空手コミッション 顧問

(注) １．取締役（監査等委員）熊倉安希子氏、深町周輔氏及び櫻田厚氏は、社外取締役であります。
２．当社は、監査等委員会スタッフを選任するとともに、内部監査室とも連携を行い内部統制システムを通じた組織的監査を

実施することで、監査の実効性を確保していることから、常勤の監査等委員を選定しておりません。
３．取締役（監査等委員）熊倉安希子氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有してお

ります。
４．取締役（監査等委員）深町周輔氏は弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しております。
５．取締役（監査等委員）櫻田厚氏は、長年にわたる企業経営者としての経験並びに企業経営全般に関する相当程度の知見を

有しております。
６．当社は、取締役（監査等委員）熊倉安希子氏、深町周輔氏及び櫻田厚氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として

指定し、同取引所に届け出ております。
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(２) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社の取締役 (監査等委員である取締役を含む。) 及び子会社の役員を被保険者

とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及にかかる
請求を受けることによって生じることのある損害 (ただし、当該保険契約上で定められた免
責事由に該当するものを除きます。) を当該保険契約により補填することとしております。
なお、当該保険契約の保険料は全額当社が負担しており、被保険者の実質的な保険料負担

はありません。
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(３) 取締役の報酬等
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2020年10月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に
かかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人
別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決
議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しており
ます。
当社は、取締役の報酬等の決定にあたり、誠実な経営を実現する客観性・公平性を確保し

た制度であること、各取締役の当社株式保有状況を考慮したうえで、中長期的な当社株式１
株当たり株主価値の向上を促す報酬制度であることを基本方針としております。
監査等委員でない取締役の報酬等については、業務の内容、職位、実績・成果及び他社水

準等を勘案して固定報酬の額を決定しており、株主総会の決議により定められた報酬等の限
度額内で、取締役会から社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会に諮問し、同
委員会の答申を受けて、取締役会において決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等については、その職責・業務分担等を考慮して固定報酬

の額を決定しており、株主総会の決議により定められた報酬等の限度額内で、監査等委員で
ある取締役の協議によることとしております。
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② 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額 (百万円) 対象となる
役員の員数

(名)基本報酬 業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取締役 (監査等委員を除く)
(うち社外取締役)

71
(−)

71
(−) − − 3

(−)

取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )
(うち社外取締役)

11
(11)

11
(11) − − 3

(3)

合 計
(うち社外役員)

82
(11)

82
(11) − − 6

(3)
(注) １．合計欄は実際の支給人数を記載しております。また、当事業年度において、社外役員が役員を兼任する子会社から、役員

として受けた報酬等はありません。
２．取締役（監査等委員を除く）の報酬等限度額につきましては、2019年12月20日開催の第14回定時株主総会において年額

200百万円以内と決議しております。なお、当該報酬等限度額には使用人分給与は含まれておりません。また、当該株主
総会終結時点の取締役の員数は４名です。

３．取締役（監査等委員）の報酬等限度額は、2019年12月20日開催の第14回定時株主総会において年額50百万円以内と決議
しております。また、当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は３名です。

(４) 社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係
区 分 氏 名 重要な兼職の状況及び当社との関係

取 締 役
(監査等委員) 熊倉安希子 ㈱ギックス監査役、㈱kubell取締役（監査等委員）及び熊倉公認会計士事

務所所長でありますが、各兼職先と当社の間には特別の関係はありません。

取 締 役
（監査等委員） 深 町 周 輔

フォーサイト総合法律事務所パートナー弁護士及び㈱富士山マガジンサー
ビス監査役でありますが、各兼職先と当社の間には特別の関係はありませ
ん。

取 締 役
（監査等委員） 櫻 田 厚 一般社団法人全日本フルコンタクト空手コミッション顧問でありますが、

兼職先と当社の間には特別の関係はありません。
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② 社外役員の主な活動状況

区 分 氏 名 出席状況及び発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役
（監査等委員） 熊倉安希子

当事業年度開催の取締役会16回のすべてに出席しております。また、当事
業年度開催の監査等委員会14回のすべてに出席し、会計の専門家としての
知識や経験に基づく助言・提言を行っております。

取 締 役
（監査等委員） 深 町 周 輔

当事業年度開催の取締役会16回のすべてに出席しております。また、当事
業年度開催の監査等委員会14回のすべてに出席し、法律の専門家としての
知識や経験に基づく助言・提言を行っております。

取 締 役
（監査等委員） 櫻 田 厚

当事業年度開催の取締役会16回のうち15回に出席しております。また、当
事業年度開催の監査等委員会14回のうち13回に出席し、経営者としての知
識や経験に基づく助言・提言を行っております。

(注) 上記のほか、会社法第370条及び定款に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議を３回行っております。

５．責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、社外取締役との間に会社法第423条第１項

の損害賠償責任を限定する契約を締結することとしており、すべての社外取締役と締結してお
ります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める最低責任限度額としておりま
す。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行
について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

６．会計監査人の状況
① 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

② 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 34百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 34百万円

(注) １．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明
確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を
記載しております。また、前事業年度の追加報酬を含んでおります。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかど
うかについて必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。
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③ 非監査業務の内容
該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判

断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決
定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員
会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任
した旨と解任の理由を報告いたします。

７．会社の体制及び方針
７−１．業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業

務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。

(１) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 役職員の職務執行が、法令、定款及び社内規程等に適合することを確保するため、企業理

念を制定し、役職員はこれをコンプライアンスの視点をもって遵守する。
② 取締役会は、経営判断に基づく重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行の監督を

行う。
③ 監査等委員会は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務執行を監査する。
④ 「内部通報規程」に基づき、通報窓口を設置する。
⑤ 取締役及び使用人の法令違反については、原因追究及び再発防止に努めるとともに、就業

規則等に基づき、処罰の対象とする。
⑥ 「コンプライアンス規程」を制定し、企業の社会的責任を深く自覚し、日常の業務遂行に

おいて関係法令を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践する。
⑦ コンプライアンス委員会を設置し、関係法令を遵守する体制強化を図る。

(２) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 「文書管理規程」を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含

む文書（電磁的記録を含む。）は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存・管理
を行う。

② 「情報セキュリティ基本規程」を定め、情報資産の保護・管理を行う。
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③ 「特定個人情報取扱規程」を定め、マイナンバーの保護・管理を行う。

(３) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 「リスク管理規程」を制定し、当社グループ全体の事業活動において想定される各種リス

クに対応する組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築する。
② リスク管理委員会を設置し、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化

を図る。
③ 危機発生時には、担当部門の部門長は、委員長及び事務局に直ちに報告し、事務局は委員

長の指示を受けて、リスク管理委員会を開催するものとする。

(４) 取締役（監査等委員であるものを除く。以下本項において同じ。）の職務の執行が効率的
に行われることを確保するための体制

① 取締役は、情報共有を密に行うことにより、効率的に職務を執行する。
② 「取締役会規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を定め、取締役の職務及び権限、

責任の明確化を図る。
③ 取締役会を毎月１回以上定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。

(５) 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社は、企業理念に基づき、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努める。
② 当社は、「関係会社管理規程」に基づき、各子会社の状況に応じて必要な管理を行う。ま

た、各子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、定期的な報告を義務付
ける。

③ 当社は、子会社の機関設計及び業務執行体制につき、子会社の事業、規模、当社グループ
内における位置付け等を勘案のうえ、定期的に見直し、効率的にその業務が執行される体
制が構築されるよう監督する。

④ 当社は必要に応じ、子会社に対して業務の監査を行う。

(６) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人
に関する事項

① 監査等委員会の求めに応じて、監査等委員会と協議のうえ、使用人を監査等委員会スタッ
フとして任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。

② 監査等委員会スタッフを設置する場合には、取締役及び使用人は、当該監査等委員会スタ
ッフの業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。

③ 監査等委員会スタッフは、監査等委員会からの指示に基づき、他部門へ協力体制の確保を
依頼することができる。また、監査等委員会からの指示に基づき、社内の重要会議等への
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出席や重要文書の閲覧を行うことができる。

(７) 監査等委員の職務を補助すべき使用人の取締役（監査等委員であるものを除く。）からの
独立性に関する事項
監査等委員会スタッフは、監査等委員会スタッフ業務について、取締役その他の上長等の

指揮命令を受けないことにより独立性を確保し、その任命や解任、考課及び人事異動は、監
査等委員会の同意を得たうえで決定するものとする。

(８) 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
① 監査等委員会は、取締役会のほか経営会議等重要な会議に出席し、当社及び子会社の取締

役（当社の取締役については監査等委員であるものを除く。以下本項において同じ。）及
び使用人から職務執行状況の報告を求めることができる。

② 当社及び子会社の取締役及び使用人は、法令に違反する事実を発見した場合には、速やか
に内部通報窓口（内部監査室又は社外弁護士）に報告する。

③ 当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査等委員会からの業務執行に関する事項の報告
を求められた場合には、速やかに報告する。

(９) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員会は、法令に従い、過半数を社外取締役とし、公正かつ透明性を担保する。
② 監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。ま

た、必要に応じて当社の取締役及び重要な使用人からヒアリングを行う。
③ 監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図

る。
④ 監査等委員会は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会

計士、その他専門家の助力を得ることができる。

(10) 財務報告の信頼性を確保するための体制
① 信頼性のある財務報告を作成することが重要であることから、「財務報告に係る内部統制

基本方針」を整備し、周知徹底を図る。
② 財務報告の作成過程において、虚偽記載及び誤謬が生じないよう実効性のある内部管理体

制の整備及び運用を行う。

(11) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
① 反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むとともに、一切の関係を遮断する。
② 経営管理部を反社会的勢力対応部署とし、情報の一元管理を行うとともに、すべての使用
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人に「反社会的勢力対策規程」の周知徹底を行い、組織的に違法行為・不当要求へ対処す
る。

③ 反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、警察等の外部専門機関
と連携し、解決を図る体制を整備している。

７−２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社グループは、リスク管理を徹底することにより競争力を強化し、企業価値及び株主価値

を最大化させるために、コーポレート・ガバナンスの徹底を最重要課題と位置付けておりま
す。当事業年度における上記体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。

(１) 取締役の職務の執行について
当社は、「取締役会規程」に基づき、原則として月１回の取締役会を開催し、業務執行に

関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。また取締
役会には、当社取締役の職務執行の監督機能強化を目的として選任された社外取締役３名が
常時出席しており、様々な意見交換が行われております。
なお、当事業年度において取締役会は16回開催されたほか、会社法第370条及び当社定

款第26条の規定に基づき、取締役会決議があったとみなす書面決議が３回ありました。

(２) リスクマネジメント体制について
当社グループは、様々なリスクを一元的に俯瞰し、リスクの軽減と予防の推進、またリス

クが発生した場合は迅速かつ的確に対処を行うことを目的として定めている「リスク管理規
程」に基づき、リスクマネジメント体制の強化を推進しております。また、取締役会だけで
はなく、原則週２回開催される当社の経営会議やリスク管理委員会においても、当社グルー
プの事業を取り巻く様々なリスクに対して的確な管理を実施しております。

(３) コンプライアンス体制について
当社グループは、新たに入社した使用人に対し、コンプライアンス研修を実施しておりま

す。また、取締役及び使用人がコンプライアンスを正しく理解し実践していくために、ハラ
スメント防止、個人情報・機密情報管理等に関する研修を継続的に実施するとともに、「コ
ンプライアンス行動規範」及び「コンプライアンスマニュアル」を作成し、適時見直しを行
いながら周知徹底に取り組んでおります。さらに問題の早期発見・未然防止を図るため、
「内部通報規程」に基づき、内部監査室（社内窓口）及び社外弁護士（社外窓口）を通報相
談窓口として設置しております。なお、当事業年度において発生した内部通報案件はありま
せん。
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(４) 子会社経営管理について
当社は、「関係会社管理規程」に基づき、連結対象である子会社と経営管理契約書を締結

し、経営管理部が子会社の経営管理体制の整備及び統括を実施しており、子会社の財務状況
やその他の業務上の重要な事項等については、子会社からの報告によって把握しておりま
す。また、子会社の監査は、当社の「内部監査規程」に準じて内部監査担当が実施し、業務
運営の適正性を確保しております。

(５) 監査等委員会について
監査等委員会は、監査等委員会で策定された監査方針並びに監査計画に基づき、当事業年

度に実施された取締役会に出席し、監査等委員でない取締役等の職務執行・職務内容の適正
性を監査し、重要な意思決定への決議を通じて監督機能を果たしております。また、原則毎
月監査等委員会を開催して監査等委員間の意見交換及び意思統一を図っております。

７−３．株式会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。
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連結貸借対照表
(2025年９月30日現在)

（単位：百万円）
科目 金額 科目 金額

(資産の部) (負債の部)
流動資産 7,145 流動負債 2,027
現金及び預金 4,186 1年内返済予定の長期借入金 13
売掛金 1,522 未払金 865
有価証券 1,200 未払法人税等 733
その他 236 その他 415

固定資産 797 固定負債 100
有形固定資産 81 その他 100
建物 60 負債合計 2,127
工具、器具及び備品 20 (純資産の部)

無形固定資産 1 株主資本 5,816
ソフトウエア 1 資本金 562

投資その他の資産 715 資本剰余金 715
繰延税金資産 138 利益剰余金 4,647
敷金及び保証金 576 自己株式 △109

純資産合計 5,816
資産合計 7,943 負債・純資産合計 7,943

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2025年11月25日 15時01分 $FOLDER; 26ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 27 ―

連結損益計算書
（自 2024年10月１日 至 2025年９月30日）

（単位：百万円）
科目 金額

売上高 12,366
売上原価 6,367

売上総利益 5,998
販売費及び一般管理費 3,844

営業利益 2,154
営業外収益
受取利息及び配当金 10
受取手数料 19
その他 3 33

営業外費用
その他 2 2
経常利益 2,185
税金等調整前当期純利益 2,185

法人税、住民税及び事業税 899
法人税等調整額 △65 834
当期純利益 1,351
親会社株主に帰属する当期純利益 1,351

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
(自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)

(単位：百万円)
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 562 715 3,296 △107 4,466
当期変動額
親会社株主に帰属する当期純利益 1,351 1,351
自己株式の取得 △1 △1

当期変動額合計 − − 1,351 △1 1,349
当期末残高 562 715 4,647 △109 5,816

純資産
合計

当期首残高 4,466
当期変動額
親会社株主に帰属する当期純利益 1,351
自己株式の取得 △1

当期変動額合計 1,349
当期末残高 5,816

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
（１）連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況
連結子会社の数 ２社
連結子会社の名称 ㈱Koiniwa

㈱バンク・オブ・インキュベーション

（２）持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

（３）会計方針に関する事項
① 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの (合同運用指定金銭信託) は、時価法を採用してお

ります。
② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産
建物は定額法、それ以外の有形固定資産は定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年
工具、器具及び備品 4〜6年

無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間 (５年) に基づ

いております。
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③ 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行

義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下の
とおりであります。
ユーザー課金収入
当社グループは、スマートフォンアプリの開発・運営を行っており、国内外のプラット

フォーム運営事業者が運営するプラットフォームを介して無料で提供しておりますが、ア
プリ内では有料アイテムを販売しております。なお、当社グループが提供する有料アイテ
ムは、購入から消費までの期間が極めて短いことから、ユーザーが仮想通貨を消費して当
社グループがアイテムを提供した時に売上を計上しております。

２．会計方針の変更
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月
28日)、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日) 及
び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月
28日) を当連結会計年度の期首から適用しております。これによる連結計算書類への影響は
ありません。

３．表示方法の変更に関する注記
（１）連結貸借対照表関係

前連結会計年度において独立掲記していた「流動資産」の「未収還付法人税等」及び「未
収消費税等」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「流動資
産」の「その他」に含めて表示しております。

（２）連結損益計算書関係
前連結会計年度において「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取利息及び配当

金」は金額的重要性が高くなったため、当事業年度より「受取利息及び配当金」として独立
掲記しております。
前連結会計年度において独立掲記していた「営業外費用」の「支払利息」は、金額的重要

性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「営業外費用」の「その他」に含めて表
示しております。
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４．連結貸借対照表に関する注記
（１）担保等に供している資産

資金決済に関する法律に基づき、次のとおり供託しております。
敷金及び保証金 425百万円

（２）有形固定資産の減価償却累計額
建物 17百万円
工具、器具及び備品 42百万円
合計 60百万円

（３）偶発債務 (係争事件)
当社は、株式会社セガ (以下、「原告」といいます。) より、2024年９月30日付で東京地

方裁判所において訴訟を提起されました。
① 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯

当社は、原告より、当社の２つのゲームアプリ『メメントモリ (2022年10月から配信
中)』及び『幻獣契約クリプトラクト (2015年２月から2023年６月まで配信)』が、原告の
保有する特許権を侵害しているとして当該特許権についての実施権の許諾条件を提示され、
協議を行ってまいりました。しかしながら、当社の見解が原告に受け入れられるには及ば
ず、原告が訴訟の提起に至ったものであります。
当社は、当社のゲームアプリが原告の特許権を侵害しているとの事実はないものとして認

識しており、本訴訟の手続の中で、当社の主張の正当性を明らかにしてまいります。仮に、
本訴訟において、当社の主張が認められない場合であっても、当社は本訴訟において原告が
指摘する箇所のすべてについて設計変更が可能であると考えておりますので、当社は、本訴
訟の帰趨に関わらず、『メメントモリ』のサービス提供を継続していく方針であります。

② 訴訟の内容
ａ．内容 特許権侵害に基づく損害賠償請求

『メメントモリ』に関するゲームプログラム等の差止請求
ｂ．訴訟の目的の価額 10億円及び遅延損害金
ｃ．対象特許 日本国特許第5930111号、日本国特許第6402953号、

日本国特許第6891987号、日本国特許第7297361号、
日本国特許第7411307号
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５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（１）発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度
期 首 の 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度
末 の 株 式 数

普通株式 4,003,000株 − − 4,003,000株

（２）当連結会計年度末における新株予約権に関する事項（行使期間の初日が到来していないも
のを除く。）

該当事項はありません。

６．金融商品に関する注記
（１）金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、運転資金及び設備資金については、通常の営業キャッシュ・フローで獲
得した資金を投入することを基本としております。一時的な余資は、短期的な預金及び安全
性の高い金融資産等に限定して運用しており、一時的に多額の資金が必要な場合は、主に銀
行借入により調達を行うこともあります。またデリバティブ、投機的な取引は行わない方針
であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券は合同運用の

金銭の信託であります。敷金及び保証金は、事務所の賃貸借契約に伴うものと資金決済法に
基づき法務局に供託しているものに分けられます。事務所の賃貸借契約に伴うものについて
は差入先の信用リスクに晒されております。また、資金決済法に基づき法務局に供託してい
るものについては、リスクは僅少であります。
営業債務である未払金は、１年以内の支払期日であります。借入金は運転資金の調達を目

的としたものであり、変動金利による調達のため金利変動リスクに晒されておりますが、
2026年１月に最終弁済予定であることから、リスクは僅少であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
ａ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権等については、担当部門が取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ご
とに債権の期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把
握や軽減を図っております。
合同運用の金銭の信託は、短期的な資金運用として保有する安全性の高い金融商品を対象

としているため、信用リスクは僅少であります。
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ｂ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）
担当部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流

動性リスクを管理しております。
④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定にお
いては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額
が変動することがあります。

⑤ 信用リスクの集中
当連結会計年度末における営業債権のうち84.9％が特定の大口決済代行事業者に対する

ものであります。

（２）金融商品の時価等に関する事項
当連結会計年度末における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。
(単位：百万円)

連結貸借対照表
計上額 時価 差額

有価証券 1,200 1,200 −
敷金及び保証金 (※３) 109 106 △2

資産計 1,309 1,306 △2
(※１) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものである

ことから、記載を省略しております。
(※２) 「売掛金」、「１年内返済予定の長期借入金」、「未払金」及び「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が

帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※３) 「敷金及び保証金」は、事務所の賃貸借契約にかかわるものについて記載しております。また、連結貸借対照表における

「敷金及び保証金」の金額と金融商品の時価における「連結貸借対照表計上額」との差額は、当連結会計年度末における「敷
金及び保証金」の回収が最終的に見込めないと認められる金額（賃借建物の原状回復費用見込額）の未償却残高であります。
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(注１) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
(単位：百万円)

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

現金及び預金 4,186 − − −
売掛金 1,522 − − −
有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
合同運用指定金銭信託 1,200 − − −

敷金及び保証金 − 109 − −
合計 6,908 109 − −

（３）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以

下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形

成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格に
より算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット
以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定された時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン
プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時
価を分類しております。

① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
(単位：百万円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券 − 1,200 − 1,200
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② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
(単位：百万円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
敷金及び保証金 − 106 − 106

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券
当社が保有している合同運用指定金銭信託は、市場での取引頻度が低く、活発な市場に

おける相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。

敷金及び保証金
敷金及び保証金については、償還予定時期を見積り、リスクフリーレートを加味した割

引率のインプットを用いて、割引キャッシュ・フロー法で測定しており、インプットの観
察可能性及び重要性に応じてレベル２に分類しております。

７．収益認識に関する注記
（１）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：百万円)
売上収益の主要な区分 当連結会計年度

ユーザー課金収入 12,339
その他 26
顧客との契約から生じる収益 12,366
その他の収益 −
外部顧客への売上高 12,366

（２）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社グループは、スマートフォンアプリの開発・運営を行っており、国内外のプラットフ

ォーム運営事業者が運営するプラットフォームを介して無料で提供しておりますが、アプリ
内では有料アイテムを販売しております。顧客との契約における履行義務の充足の時期、取
引価格及び履行義務への配分額の算定方法については、「１．連結計算書類作成のための基
本となる重要な事項に関する注記（３）会計方針に関する事項 ③重要な収益及び費用の計
上基準」に記載のとおりであります。
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（３）当連結会計年度末及び翌連結会計年度の収益の金額を理解するための情報
① 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等

(単位：百万円)
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権 (期首残高) 1,544
顧客との契約から生じた債権 (期末残高) 1,522
契約負債 (期首残高) 62
契約負債 (期末残高) 184

連結貸借対照表上、契約負債は流動負債の「その他」に計上しております。契約負債は、
顧客から受け取った前受金に関するものであり、ユーザーがゲーム内課金を通して取得した
ゲーム内通貨のうち、期末時点において履行義務を充足していない残高を含んでおります。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額

は、62百万円であります。
② 残存履行義務に配分した取引価格

当社グループにおいて、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務
上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との
契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

８．１株当たり情報に関する注記
（１）１株当たり純資産額 1,463円51銭
（２）１株当たり当期純利益 339円99銭

９．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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貸借対照表
(2025年９月30日現在)

（単位：百万円）
科目 金額 科目 金額

(資産の部) (負債の部)
流動資産 6,307 流動負債 1,934
現金及び預金 3,391 １年内返済予定の長期借入金 13
売掛金 1,428 未払金 792
有価証券 1,200 未払費用 47
前払費用 178 未払法人税等 732
その他 108 未払消費税等 165

固定資産 1,548 前受金 164
有形固定資産 81 預り金 17
建物 60 固定負債 100
工具、器具及び備品 20 その他 100

無形固定資産 1 負債合計 2,034
ソフトウエア 1 (純資産の部)

投資その他の資産 1,465 株主資本 5,821
関係会社長期貸付金 2,200 資本金 562
繰延税金資産 138 資本剰余金 715
敷金及び保証金 540 資本準備金 539
関係会社貸倒引当金 △1,414 その他資本剰余金 175

利益剰余金 4,652
その他利益剰余金 4,652
繰越利益剰余金 4,652

自己株式 △109
純資産合計 5,821

資産合計 7,855 負債・純資産合計 7,855
(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2025年11月25日 15時01分 $FOLDER; 37ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 38 ―

損益計算書
（自 2024年10月１日 至 2025年９月30日）

（単位：百万円）
科目 金額

売上高 11,684
売上原価 5,543

売上総利益 6,140
販売費及び一般管理費 3,547

営業利益 2,593
営業外収益
受取利息及び配当金 9
受取手数料 28
経営管理料 18
その他 3 59

営業外費用
関係会社貸倒引当金繰入額 460
その他 2 462
経常利益 2,190
税引前当期純利益 2,190

法人税、住民税及び事業税 899
法人税等調整額 △65 834
当期純利益 1,356

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
(自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)

(単位：百万円)
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本準備金 その他

資本剰余金
資本剰余金

合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 562 539 175 715 3,296 3,296 △107 4,466
当期変動額
当期純利益 1,356 1,356 1,356
自己株式の取得 △1 △1

当期変動額合計 − − − − 1,356 1,356 △1 1,354
当期末残高 562 539 175 715 4,652 4,652 △109 5,821

純資産
合計

当期首残高 4,466
当期変動額
当期純利益 1,356
自己株式の取得 △1

当期変動額合計 1,354
当期末残高 5,821

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（１）有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの (合同運用指定金銭信託) は、時価法を採用しており

ます。
関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。

（２）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
建物は定額法、それ以外の有形固定資産は定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年
工具、器具及び備品 4〜6年

無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間 (５年) に基づ

いております。
（３）引当金の計上基準

貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお
ります。

（４）重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び

当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりでありま
す。

ユーザー課金収入
当社は、スマートフォンアプリの開発・運営を行っており、国内外のプラットフォーム

運営事業者が運営するプラットフォームを介して無料で提供しておりますが、アプリ内で
は有料アイテムを販売しております。なお、当社が提供する有料アイテムは、購入から消
費までの期間が極めて短いことから、ユーザーが仮想通貨を消費して当社がアイテムを提
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供した時に売上を計上しております。

２．会計方針の変更
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月

28日)、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日) 及
び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月
28日) を当事業年度の期首から適用しております。これによる計算書類への影響はありませ
ん。

３．表示方法の変更に関する注記
（１）貸借対照表関係

前事業年度において独立掲記していた「固定負債」の「長期未払金」は、金額的重要性が
乏しくなったため、当事業年度より「固定負債」の「その他」として表示しております。

（２）損益計算書関係
前事業年度において独立掲記していた「営業外費用」の「支払利息」は、金額的重要性が

乏しくなったため、当事業年度においては「営業外費用」の「その他」に含めて表示してお
ります。

４．会計上の見積りに関する注記
当事業年度の計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の計

算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは以下のとおりであります。

関係会社投融資の評価
① 当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度

関係会社株式 −
関係会社株式評価損 −
関係会社長期貸付金 2,200百万円
関係会社貸倒引当金（繰入額） 460百万円

② 見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
関係会社株式及び関係会社長期貸付金は、子会社である㈱Koiniwa及び㈱バンク・オブ・
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インキュベーション (以下、合わせて「両社」という。) に対するものであります。
当社は、関係会社株式について取得原価をもって貸借対照表価額とし、実質価額が著しく

低下した場合には相当の減損処理を行うこととしており、関係会社長期貸付金の評価につい
ては、関係会社の財政状態が悪化し、債権の回収に重大な問題が発生する可能性が高い場合
に、個別に貸倒引当金を計上することとしております。
㈱Koiniwaは、今後一定期間において財政状態が回復する見込みがないことから、当事業

年度において関係会社貸倒引当金繰入額（営業外費用）305百万円を追加計上しておりま
す。また、㈱バンク・オブ・インキュベーションについても、今後一定期間において財政状
態が回復する見込みがないことから、当事業年度において関係会社貸倒引当金繰入額（営業
外費用）154百万円を追加計上しております。
なお、翌事業年度においても各社の事業活動が収益獲得に貢献しない場合、両社に対する

貸付金に貸倒引当金を追加計上する可能性があります。

５．貸借対照表に関する注記
（１）担保等に供している資産

資金決済に関する法律に基づき、次のとおり供託しております。
敷金及び保証金 390百万円

（２）有形固定資産の減価償却累計額

建物 17百万円
工具、器具及び備品 42百万円
合計 60百万円

（３）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

短期金銭債権 65百万円

(４) 偶発債務 (係争事件)
連結注記表の「４．連結貸借対照表に関する注記（３）偶発債務 (係争事件)」に記載して

おります。
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６．損益計算書に関する注記
関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額（区分表示したものを除く）

営業取引（売上原価） 332百万円
営業取引（販売費及び一般管理費） 13百万円
営業取引以外の取引高（営業外収益） 27百万円

７．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類 当 事 業 年 度
期 首 の 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度
末 の 株 式 数

普通株式 28,608株 149株 − 28,757株
(変動事由の概要)

単元未満株式の買取りによる増加 149株

８．税効果会計に関する注記
（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
売掛金 14百万円
前受金 45百万円
関係会社貸倒引当金 445百万円
減価償却超過額 35百万円
敷金及び保証金 21百万円
関係会社株式 37百万円
未払事業税 37百万円
その他 58百万円

繰延税金資産小計 695百万円
評価性引当額 △556百万円
繰延税金資産合計 138百万円
繰延税金資産純額 138百万円
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（２）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、
当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 30.6％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5％
住民税均等割 0.1％
評価性引当額の増減 6.7％
その他 0.0％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.0％

（３）法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号) が2025年３月31日に国会

で成立したことに伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の
課税が行われることになりました。これに伴い、2026年10月１日に開始する事業年度以降
に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効
税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。なお、この変更による影響は軽微であ
ります。

９．関連当事者との取引に関する注記
当社の子会社

種 類 会 社 等 の 名 称 議 決 権 等 の
所 有 割 合

関連当事者
と の 関 係

取 引 の
内 容

取引金額
(百万円) 科 目 期末残高

(百万円)

子会社 ㈱Koiniwa 所有
直接100.0％

経 営 の 管 理
役 員 の 兼 任
出向者の派遣
資 金 の 援 助

資金の貸付
(注) 300 関 係 会 社

長期貸付金 1,700

子会社
㈱バンク・オブ・
インキュベーショ
ン

所有
直接100.0％

経 営 の 管 理
役 員 の 兼 任
出向者の派遣
資 金 の 援 助

資金の貸付
(注) 200 関 係 会 社

長期貸付金 500

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を決定しております。また、当該資金の貸付においては、㈱Koiniwaに関係

会社貸倒引当金繰入額305百万円と関係会社貸倒引当金1,168百万円、㈱バンク・オブ・インキュベーションに関係会社貸倒引
当金繰入額154百万円と関係会社貸倒引当金245百万円を計上しております。
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10．収益認識に関する注記
連結注記表の「７．収益認識に関する注記」に記載しております。

11．１株当たり情報に関する注記
（１）１株当たり純資産額 1,464円82銭
（２）１株当たり当期純利益 341円30銭
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2025年11月21日

株式会社バンク・オブ・イノベーション
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所

指定有限責任社員 公認会計士 小 出 啓 二業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員 公認会計士 前 川 邦 夫業 務 執 行 社 員

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社バンク・オブ・イノベーションの2024年10月1日から2025

年9月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連
結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社バ
ンク・オブ・イノベーション及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査

法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法
人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連
結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること
が求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示す

ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と
判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合
には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない

かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与える
と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判
断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す
るために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責
任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可
能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2025年11月21日

株式会社バンク・オブ・イノベーション
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所

指定有限責任社員 公認会計士 小 出 啓 二業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員 公認会計士 前 川 邦 夫業 務 執 行 社 員

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社バンク・オブ・イノベーションの2024年10月1日から

2025年9月30日までの第20期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類
等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査

法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に
対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算
書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以
外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること
が求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断
した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表
示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判
断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継
続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可
能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2024年10月1日から2025年9月30日までの第20期事業年度における取締役の職務の執行を監査いたしまし

た。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基

づき整備されている体制 (内部統制システム) について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告
を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、内部監査室と連携の上、重

要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な
決裁書類等を閲覧し、会社の業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等
と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われ
ることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2021年11月
16日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告
の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3） 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年11月25日

株式会社バンク・オブ・イノベーション 監査等委員会
監査等委員 熊倉安希子 印
監査等委員 深町 周輔 印
監査等委員 櫻田 厚 印

(注) 監査等委員熊倉安希子、深町周輔及び櫻田厚は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以上
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株主総会参考書類

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（３名）は本株

主総会終結の時をもって任期満了となりますので、指名・報酬委員会の答申を踏まえて、取締役
３名の選任をお願いするものであります。
監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

１ 樋
ひ

口
ぐち

智
とも

裕
ひろ

（1983年１月15日生）

2006年１月 当社設立、代表取締役社長（現任）
2019年11月 株式会社バンク・オブ・インキュベーション

設立（現株式会社Koiniwa）、代表取締役社
長（現任）

2022年11月 株式会社バンク・オブ・インキュベーション
設立、代表取締役社長（現任）

1,743,100株

２ 田
た

中
なか

大
だい

介
すけ

（1983年９月20日生）

2006年１月 当社監査役
2007年４月 当社取締役
2017年３月 当社取締役、人材開発部長（現人事部長）
2019年11月 株式会社バンク・オブ・インキュベーション

取締役
2020年９月 当社取締役、ゲーム運営部長兼人事部長
2021年12月 当社取締役、人事部長（現任）

株式会社バンク・オブ・インキュベーション
（現株式会社Koiniwa）監査役

2022年11月 株式会社バンク・オブ・インキュベーション
監査役

280,000株
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

３ 河
こ う ち

内 三
みつ

佳
よし

（1985年８月31日生）

2008年３月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トー
マツ）入所

2011年10月 公認会計士登録
2013年10月 当社入社、経営管理部長
2014年12月 当社取締役CFO、経営管理部長（現任）
2019年11月 株式会社バンク・オブ・インキュベーション

（現株式会社Koiniwa）取締役（現任）
2020年12月 GMOプレイミュージック株式会社（現

GMOコネクト株式会社）取締役（現任）
2022年11月 株式会社バンク・オブ・インキュベーション

取締役（現任）

０株

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約

の内容の概要は、電子提供措置事項17頁に記載のとおりであります。各取締役候補者の選任が承認された場合は、引き続
き、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新
を予定しております。
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第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役全員（３名）は本株主総会終結の時をもって任期満了となりますの

で、指名・報酬委員会の答申を踏まえて、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするもの
であります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

１ 熊
くま

倉
くら

安 希 子
あ き こ

（1978年９月27日生）

2003年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）
入所

2017年４月 熊倉公認会計士事務所設立 所長（現任）
2017年５月 当社監査役
2019年11月 株式会社バンク・オブ・インキュベーション

（現株式会社Koiniwa）監査役
2019年12月 当社取締役（常勤監査等委員）
2020年９月 株式会社ギックス監査役（現任）
2021年12月 当社取締役（監査等委員）（現任）
2022年５月 株式会社やる気スイッチグループホールディ

ングス取締役
2022年５月 株式会社kubell取締役（監査等委員）（現

任）

０株

２ 深
ふか

町
まち

周
しゅう

輔
すけ

（1976年１月23日生）

2004年10月 弁護士登録、弁護士法人かすが総合入所
2011年１月 フォーサイト総合法律事務所入所（現任）
2013年12月 当社監査役
2015年７月 株式会社シルバーライフ監査役
2016年３月 株式会社富士山マガジンサービス監査役（現

任）
2018年10月 株式会社シルバーライフ取締役（監査等委

員）
2018年11月 株式会社メルティンMMI監査役
2019年12月 当社取締役（監査等委員）（現任）

０株
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

３ 櫻
さくら

田
だ

厚
あつし

（1951年11月25日生）

1977年２月 株式会社モスフードサービス入社
1986年１月 同社西日本営業部長
1994年６月 同社取締役海外事業部長
1997年11月 同社取締役東日本営業部長
1998年12月 同社代表取締役社長
2003年４月 同社取締役社長CEO
2007年11月 東京商工会議所常議員
2008年11月 外食産業ジェフ企業年金基金理事長
2009年１月 株式会社モスフードサービス代表取締役社長
2009年６月 一般社団法人日本ハンバーグ・ハンバーガー

協会会長
2011年５月 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協

会会長
2014年４月 株式会社モスフードサービス代表取締役 取

締役会長兼取締役社長
2014年５月 一般社団法人日本フードサービス協会会長
2016年６月 株式会社モスフードサービス代表取締役 取

締役会長 国際本部管掌
2018年６月 同社代表取締役 取締役会長 モスアカデミー

名誉校長
2019年４月 同社代表取締役 取締役会長 国際本部管掌

モスアカデミー名誉校長
2020年６月 同社会長 モスアカデミー名誉校長
2023年４月 同社会長
2023年12月 当社取締役（監査等委員）（現任）、株式会社

JOINT ONE顧問
2025年４月 一般社団法人全日本フルコンタクト空手コミ

ッション顧問（現任）

０株

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．選任理由及び期待される役割の概要
(1) 熊倉安希子氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社経営に

対する有益な意見や率直な指摘をいただき、当社の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断したためであり
ます。なお、同氏は現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、監査等委員である社外取締役としての在任
期間は、本株主総会終結の時をもって６年となります。

(2) 深町周輔氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社経営に対する
有益な意見や率直な指摘をいただき、当社の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。
なお、同氏は現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、監査等委員である社外取締役としての在任期間
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は、本株主総会終結の時をもって６年となります。
(3) 櫻田厚氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏が有する企業経営にかかわる豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の

社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。なお、同氏は現在、当社の監査等委員である
社外取締役でありますが、監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって２年となりま
す。

３．当社は、熊倉安希子氏、深町周輔氏及び櫻田厚氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損
害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める最低責任限度額
としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意
でかつ重大な過失がないときに限られ、本議案が承認され、熊倉安希子氏、深町周輔氏及び櫻田厚氏の再任が承認された
場合は、当該契約を継続する予定であります。

４．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約
の内容の概要は、電子提供措置事項17頁に記載のとおりであります。各取締役候補者の選任が承認された場合は、引き続
き、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新
を予定しております。

５．熊倉安希子氏、深町周輔氏及び櫻田厚氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は熊倉安希子氏、深町周輔氏及び
櫻田厚氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、本議案が承認され、熊倉安希子氏、深町周輔氏
及び櫻田厚氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定です。

以上
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見やすく読みまちがえ
にくいユニバーサルデ
ザインフォントを採用
しています。
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